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�愛媛県告示第７９９号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� ２－（エチルアミノ）－２－フェニルシクロヘキサン－１－

オン及びその塩類

� メチル＝２－［１－（５－フルオロペンチル）－１Ｈ－イ

ンドール－３－カルボキサミド］－３，３－ジメチルブタノア

ート及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

条例第２条第７号の薬物のうち、県の区域内において濫用され

るおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

平成３０年８月２５日

�愛媛県告示第７９８号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

平成３０年度原子力災害時に
おけるドローンを活用した
情報収集体制構築業務一式

愛媛県県民環境部防災
局原子力安全対策課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成３０年６月２５日
株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・データ
東京都江東区豊洲三丁目
３番３号

４３８，９１２，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による。

毎週（火・金）曜日発行 第３００４号 平成３０年８月２４日

平成３０年８月２４日金曜日 第３００４号

愛 媛 県 報

６５３
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�愛媛県告示第８００号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ土居 四国中央市土居町入
野６６８－１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長
松本 等

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也

平成３０年
６月２１日

平成３０年
７月３１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長
松本 等
堤製パン株式会社
代表取締役社長
堤 敏郎

生活協同組合コープ
えひめ
理事長
松本 等

平成２５年
９月３０日

生活協同組合コープ
えひめ
理事長
松本 等

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也

平成３０年
６月２１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８０１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ神郷 新居浜市松神子一丁
目３４４番地１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長
松本 等

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也

平成３０年
６月２１日

平成３０年
７月３１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

コープ中萩 新居浜市中萩町１８７４
番地６ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長
松本 等

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

コープ山根 新居浜市西連寺町二
丁目１０６２番５

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長
松本 等

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

愛 媛 県 報平成３０年８月２４日 第３００４号

６５４
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２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８０２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ今治 今治市馬越町四丁目
甲３０６番地１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長
松本 等

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也

平成３０年
６月２１日

平成３０年
７月３１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長
松本 等
株式会社セリア
代表取締役社長
河合 宏光

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也
株式会社セリア
代表取締役社長
河合 宏光

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８０３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ束本 松山市束本町１丁目
５－５

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ

生活協同組合コープ
えひめ

平成３０年
６月２１日

平成３０年
７月３１日

愛 媛 県 報平成３０年８月２４日 第３００４号

６５５
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大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

理事長
松本 等

代表理事
美濃 欽也

コープ�米 松山市鷹子町７０番地
外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
松本 等

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
松本 等
株式会社つるや
代表取締役
鶴田 学

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也
株式会社つるや
代表取締役
鶴田 学

コープひさえだ 松山市安城寺町５９７
番地 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長
松本 等

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

コープ余戸店 松山市余戸中４丁目
１４６５ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
松本 等
株式会社レデイ薬局
代表取締役
三橋 信也

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也
株式会社レデイ薬局
代表取締役
三橋 信也

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

コープ三津 松山市高山町３４４１番
外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

三菱ＵＦＪリース株
式会社
代表取締役
白石 正

三菱ＵＦＪリース株
式会社
代表取締役
柳井 隆博

平成２９年
６月２９日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長
松本 等

生活協同組合コープ
えひめ
代表理事
美濃 欽也

平成３０年
６月２１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８０４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ�保田店 新居浜市�保田町一
丁目甲５０１番 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 明憲

株式会社マルナカ
代表取締役
平尾 健一

平成２８年
５月２７日

平成３０年
８月９日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 明憲

株式会社マルナカ
代表取締役
平尾 健一

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

愛 媛 県 報平成３０年８月２４日 第３００４号

６５６
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�愛媛県告示第８０６号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

大 西 幸 藏 愛媛県東温市南方１４
４４番地１

愛媛県東温市南方字
森１７９９番１ほか３筆 ２，６３９

清 家 信 愛媛県東温市松瀬川
甲１１６５番地４５

愛媛県東温市北方字
古宮甲２５６１番２ほか
４筆

６，７０２

農事組合法人
増穂生産組合

愛媛県宇和島市津島
町増穂丙４７２番地１

愛媛県宇和島市津島
町増穂丙１１４３番１ ２，４６２

西宇和農業協同
組合

愛媛県八幡浜市江戸
岡一丁目１２番１０号

愛媛県八幡浜市穴井
２番耕地４６３番 ２，６６７

武 田 孝 司 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原２１１番地２

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原２３２番１ほ
か４筆

１８，１３２

２ 申請年月日

平成３０年８月１３日

�������
�愛媛県告示第８０７号
平成３０年７月１８日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８０５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ�保田店 新居浜市�保田町一
丁目甲５０１番 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前７時 平成３０年

８月１０日
平成３０年
８月９日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時４０分から午
後１１時２０分まで

午前６時４０分から午
後１１時２０分まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前６時から午後７
時まで

午前６時から午後１０
時まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成３０年８月２４日 第３００４号

６５７
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賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

アグフィールド
株式会社

愛媛県西条市氷見乙
５８７番地２

愛媛県西条市氷見乙
６０２番１ほか１筆 ３，９４９

２ 認可年月日

平成３０年８月１３日

�������
�愛媛県告示第８０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西予市明浜町田之浜、宮野浦、高山、狩浜、渡江、俵津地域に係る

県営土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次

のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・明浜地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成３０年８月２７日から９月２５日まで

３ 縦覧場所

西予市役所本庁及び明浜支所

�������
�愛媛県告示第８０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

北宇和郡鬼北町奈良地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・嘉市ヶ奥地区）計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成３０年８月２７日から９月２５日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場本庁

�愛媛県告示第８１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

北宇和郡鬼北町奈良地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・アチ谷地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成３０年８月２７日から９月２５日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場本庁

�������
�愛媛県告示第８１１号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成３０年８月２４日から９月６日まで

�������
�愛媛県告示第８１２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、大洲河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量 地図情報レベル５００

（航空レーザ測量による水部地形測量）

２ 作業期間 平成３０年８月７日から３１日まで

３ 作業地域 肱川本川（河口～野村ダム）及び支川の一部

�������
�愛媛県告示第８１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道前平野土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

平成３０年８月２４日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�愛媛県告示第８１３号
次のとおり落札者を決定した。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

実大木材強度試験機 １機
愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成３０年８月１０日
株式会社 日進機械
松山支店
愛媛県松山市余戸南３
丁目６番２７号

６３，１８０，０００円 一般競争入札 平成３０年６月２９日

愛 媛 県 報平成３０年８月２４日 第３００４号

６５８
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退 任
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�愛媛県告示第８１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（農作業道・木ノ川地区）の施行を平成３０年８月１５日認可した。

平成３０年８月２４日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�������
�愛媛県告示第８１６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（かんがい排水・中井出地区）の施行を平成３０年８月１５日認可

した。

平成３０年８月２４日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�������
�愛媛県告示第８１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市東長戸土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成３０年８月２４日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

退 任

�愛媛県告示第８１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８１９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３０年８月２４日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

�愛媛県告示第８２０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成３０年８月２４日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 喜代晴 西条市広岡４１０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 安 田 淪 松山市東長戸３丁目３－７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山北条線
松山市菅沢町甲９８６番２から

同町乙４１１番４まで

旧 １５．３～２９．３ ０．０４６

新 １１．３～２３．８ ０．０４６

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３０中局建（開）第７号

平成３０年８月１４日
伊予郡松前町大字西高柳字鳥居元１４０番５

伊予郡松前町大字西高柳４８番地１

清 水 拓 臣

清 水 里 瀬

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１４００３２８ 一般社団法人愛媛県ネ
ットワーク協会

愛媛県西予市野村町高
瀬３４０９番地 幸 田 裕 司 就労継続支援

Ｂ型
就労継続支援Ｂ型事業
所 つくる

愛媛県西予市宇和町稲
生３８番地２

平成３０年
８月１日

愛 媛 県 報平成３０年８月２４日 第３００４号

６５９
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�愛媛県告示第８２１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８２２号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８２４号
次のとおり落札者を決定した。

平成３０年８月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２７）第０１５７３８号 平成２７年
５月１２日

ファッションギャラリー
みやざき 宮崎 智行 宇和島市津島町岩松甲８０

９
平成３０年
７月３日 内装仕上工事業 建設業の廃業

（般－２９）第０１６１９９号 平成２９年
１０月２５日 豊田工務店 豊田 賢一 宇和島市新田町１－３－

３７
平成３０年
７月１０日 建築工事業 建設業の廃業

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号

西予市明浜町高山乙７５番３から

同町高山乙７５番１地先まで
旧 ５．８～２６．６ ０．０４３

西予市明浜町高山乙７５番５ 新 ７．０～３４．２ ０．０４３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号 西予市明浜町高山乙７５番５ 平成３０年８月２４日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

ガスクロマトグラフ質量分析システ
ムの借入れ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成３０年５月３０日
日通商事株式会社松山
営業センター
松山市富�町一丁目３９
３番地３

２５３，２６０円
（月額） 一般競争入札 平成３０年４月１３日

平成３０年８月２４日 発行

愛 媛 県 報平成３０年８月２４日 第３００４号

６６０


